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見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

決 定 日

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（予定価格100万円超の場合に記入）

令和3年9月24日

令和３年度新型コロナウイルス感染症検体回収及び整理に係る労働者派遣
業務２

保）保健所医療対策室業務調整課 PCRセンター担当係

株式会社　メディカル・コンシェルジュ札幌支社

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　新型コロナウイルス感染症を疑う者の検査については、無症状及び軽症の者に対して
は、対象者が自宅で検体を採取し、保健所に持ち込む等の方法で検体を回収し、検査を実
施する体制を構築している。回収した唾液検体は、二次容器から取り出しラックに立てた
状態で検査依頼を行うことにより、民間検査会社での処理を簡便化し検査数を拡充すると
ともに、検査結果の報告までの時間を短縮し、陽性告知や入院調整等の円滑な処理に繋が
ることから、当該整理業務は労働者派遣により行うこととしている（令和２年11月26日決
裁）。
　当該業務は、検査検体を適切かつ安全に取り扱うための一定程度の知識や経験が必要で
あり、そのような専門的知識を持つ者を派遣できることが求められる。
　このため、大分類「一般サービス業」、中分類「医療業、保健衛生サービス業」及び
「その他サービス業」に登録を有し、個人情報の取り扱いに関して、JISQ15001規格に基
づくプライバシーマーク又は、情報セキュリティマネジメントシステムISO/IEC27001
（JISQ27001）の認証を取得しており、当該業務を行うことが可能な業者を調査した結
果、上記業者が該当したところ。
　これらの条件を満たす業者は他にも存在するが、迅速・効率的に当該業務を行い、安定
的に唾液検体による検査体制を構築する観点からは、令和２年度から当該業務を受託し確
実に履行しており、当該業務のノウハウを有する上記業者への委託が必要である。
　以上により、上記業者を相手方とした随意契約を行う。
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